
   津市事業継続支援金交付要綱 

 

令和２年５月２０日訓第４４号  

 

 改正 令和２年７月１０日訓第５３号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受

けている中小法人等及び個人事業者の事業の継続を支えるため、津市補助金

等交付規則（平成１８年津市規則第４４号。以下「規則」という。）の規定

に基づき支援金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平

成２４年法律第３１号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイ

ルス感染症をいう。 

⑵ 中小法人等 本市の区域内に本店又は主たる事業所を有する事業者であ 

って次のいずれかに該当するものをいう。 

 ア 資本金の額又は出資の総額が１０億円未満の中堅企業、中小企業その

他の法人等 

 イ 常時使用する従業員の数が２，０００人以下であるもの（資本金の額

又は出資の総額が定められていない場合に限る。） 

⑶ 個人事業者 主に本市の区域内で事業を行っている本市の区域内に住所 

を有する個人事業者をいう。 

 （名称） 

第３条 第１条の支援金は、「事業継続支援金」（以下「支援金」という。） 

と称する。 

（交付の対象） 

第４条 支援金は、次の各号のいずれかに該当する中小法人等及び個人事業者

に対し、人件費、賃料、光熱水費、仕入れに係る費用等の運転資金その他の

事業活動の維持及び継続のために要した費用をその対象として、これを交付

するものとする。 



 ⑴ 次のいずれにも該当する中小法人等及び個人事業者 

ア 令和元年１２月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業

を継続する意思がある者 

イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年１月から同年１２

月までの間における１箇月当たりの収入金額について、前年同月比で３

０パーセント以上５０パーセント未満減少する月が１箇月以上認められ 

る者 

  ウ 令和２年１月から支援金の交付を申請する日の属する月の前月までの

間において１箇月当たりの収入金額が前年同月比５０パーセント以上減

少している月がない者 

⑵ 次のいずれにも該当する中小法人等 

ア 令和２年３月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を

継続する意思がある者（同年１月から同年３月までの間に法人を設立し

た者（平成３１年１月から令和元年１２月までの間に法人を設立した者

であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、令和２年１月

から同年３月までの間に事業により事業収入を得ているものを含む。）

に限る。） 

イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年４月から同年１２

月までの間における１箇月当たりの収入金額について、同年の法人を設

立した日の属する月から同年３月までの月平均の収入金額（平成３１年

１月から令和元年１２月までの間に法人を設立した者であって、当該期

間に事業による事業収入を得ておらず、令和２年１月から同年３月まで 

の間に事業により事業収入を得ているものは、同年１月から同年３月ま

での月平均の収入金額）と比較して３０パーセント以上５０パーセント

未満減少する月が１箇月以上認められる者 

 ウ 令和２年４月から支援金の交付を申請する日の属する月の前月までの

間において１箇月当たりの収入金額が同年の法人を設立した日の属する

月から同年３月までの月平均の収入金額（平成３１年１月から令和元年

１２月までの間に法人を設立した者であって、当該期間に事業による事

業収入を得ておらず、令和２年１月から同年３月までの間に事業により

事業収入を得ているものは、同年１月から同年３月までの月平均の収入

金額）と比較して５０パーセント以上減少している月がない者 

⑶ 次のいずれにも該当する個人事業者 



ア 令和２年３月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を

継続する意思がある者（同年１月から同年３月までの間に開業した者

（平成３１年１月から令和元年１２月までの間に開業し、当該期間に事

業による事業収入を得ておらず、令和２年１月から同年３月までの間に 

事業により事業収入を得ている者を含む。）に限る。） 

 イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年４月から同年１２

月までの間における１箇月当たりの収入金額について、同年の開業した

日の属する月から同年３月までの月平均の収入金額（平成３１年１月か

ら令和元年１２月までの間に開業した者であって、当該期間に事業によ

る事業収入を得ておらず、令和２年１月から同年３月までの間に事業に

より事業収入を得ているものは、同年１月から同年３月までの月平均の

収入金額）と比較して３０パーセント以上５０パーセント未満減少する

月が１箇月以上認められる者 

 ウ 令和２年４月から支援金の交付を申請する日の属する月の前月までの

間において１箇月当たりの収入金額が同年の開業した日の属する月から

同年３月までの月平均の収入金額（平成３１年１月から令和元年１２月

までの間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得て

おらず、令和２年１月から同年３月までの間に事業により事業収入を得

ているものは、同年１月から同年３月までの月平均の収入金額）と比較

して５０パーセント以上減少している月がない者 

⑷ 次のいずれにも該当する個人事業者 

ア 令和元年１２月以前から雇用契約によらない業務委託契約等に基づく

事業活動からの収入であって、税務上、雑所得又は給与所得の収入とし

て扱われるもの（以下「業務委託契約等収入」という。）を主たる収入

として得ており、今後も事業を継続する意思がある者 

イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年１月から同年１２ 

月までの間における１箇月当たりの業務委託契約等収入の金額について、 

平成３１年１月から令和元年１２月までの月平均の業務委託契約等収入

の金額と比較して３０パーセント以上５０パーセント未満減少する月が

１箇月以上認められる者 

ウ 令和２年１月から支援金の交付を申請する日の属する月の前月までの

間において１箇月当たりの業務委託契約等収入の金額が平成３１年１月

から令和元年１２月までの月平均の業務委託契約等収入の金額と比較し



て５０パーセント以上減少する月がない者 

エ 令和元年１２月以前から被雇用者又は被扶養者ではない者 

（支援金の額等） 

第５条 前条第１号に掲げる中小法人等及び個人事業者に係る支援金は、令和

元年分の総収入金額から減収相当額（令和２年１月から申請を行う日の属す

る月の前月までの間において、１箇月当たりの収入金額が前年同月比３０パ 

ーセント以上５０パーセント未満の減少した月のうち、最も収入金額が減少

した月の収入金額に１２を乗じて得た額をいう。）を減じて得た額（当該額

が１０万円を超えるときは、１０万円）を限度とし、予算で定める範囲内に

おいて、これを交付するものとする。 

２ 前条第２号に掲げる中小法人等に係る支援金は、令和２年分の想定収入額

（同年１月から同年３月までの総収入金額を法人を設立した日の属する月か

ら同年３月までの間の月数（平成３１年１月から令和元年１２月までの間に

法人を設立し、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、令和２年１月 

から同年３月までの間に事業による事業収入を得た場合における当該月数は、 

３）で除して得た額に６を乗じて得た額をいう。）から減収相当額（同年４

月から同年１２月までの間における１箇月当たりの収入金額について、同年

の法人を設立した日の属する月から同年３月までの月平均の収入金額（平成

３１年１月から令和元年１２月までの間に法人を設立した者であって、当該

期間に事業による事業収入を得ておらず、令和２年１月から同年３月までの

間に事業により事業収入を得ているものの当該収入金額は、同年１月から同

年３月までの月平均の収入金額）と比較して３０パーセント以上５０パーセ

ント未満減少する月のうち、最も収入金額が減少した月の収入金額に６を乗

じて得た額をいう。）を減じて得た額（当該額が１０万円を超えるときは、

１０万円）を限度とし、予算の定める範囲内において、これを交付するもの

とする。 

３ 前条第３号に掲げる個人事業者に係る支援金は、令和２年分の想定収入額

（同年１月から同年３月までの総収入金額を開業した日の属する月から同年 

３月までの間の月数（平成３１年１月から令和元年１２月までの間に開業し、 

当該期間に事業による事業収入を得ておらず、令和２年１月から同年３月ま

での間に事業による事業収入を得た場合における当該月数は、３）で除して

得た額に６を乗じて得た額をいう。）から減収相当額（同年４月から同年１

２月までの間における１箇月当たりの収入金額について、同年の開業した日



の属する月から同年３月までの月平均の収入金額（平成３１年１月から令和

元年１２月までの間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入

を得ておらず、令和２年１月から同年３月までの間に事業により事業収入を

得ているものの当該収入金額は、同年１月から同年３月までの月平均の収入 

金額）と比較して３０パーセント以上５０パーセント未満減少する月のうち、 

最も収入金額が減少した月の収入金額に６を乗じて得た額をいう。）を減じ

て得た額（当該額が１０万円を超えるときは、１０万円）を限度とし、予算

の定める範囲内において、これを交付するものとする。 

４ 前条第４号に掲げる個人事業者に係る支援金は、令和元年分の業務委託契

約等収入の金額の総額から減収相当額（令和２年１月から申請を行う日の属

する月の前月までの間において、１箇月当たりの業務委託契約等収入の金額

が平成３１年１月から令和元年１２月までの月平均の業務委託契約等収入の

金額と比較して３０パーセント以上５０パーセント未満減少した月のうち、

最も業務委託契約等収入の金額が減少した月の業務委託契約等収入の金額に

１２を乗じて得た額をいう。）を減じて得た額（当該額が１０万円を超える

ときは、１０万円）を限度とし、予算の定める範囲内において、これを交付

するものとする。 

５ 支援金の交付は、一の中小法人等又は個人事業者につき１回限りとする。 

（交付申請受付開始日及び交付申請期限） 

第６条 支援金に係る交付申請受付開始日は、令和２年５月２５日とする。 

２ 交付申請期限は、令和３年１月２９日とする。ただし、市長が特に必要が

あると認めるときは、この限りでない。 

（支援金の交付申請） 

第７条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）のうち、 

第４条第１号に掲げる中小法人等及び個人事業者については、事業継続支援

金交付申請書（一般型）（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提

出するものとする。 

 ⑴ 前年の売上の状況を示した書類の写し 

⑵ 令和２年１月から申請を行う日の属する月の前月までの売上を示した書

類の写し 

⑶ 登記事項証明書の写し（中小法人等が申請する場合に限る。） 

⑷ 本人確認書類の写し（個人事業者が申請する場合に限る。） 

⑸ 申請者名義の通帳の写し 



⑹ 事業継続支援金の申請に関する誓約書（第２号様式） 

⑺ 事業継続支援金請求書（第３号様式） 

⑻ 前各号に掲げる書類を提出できない場合にあっては、市長が必要と認め

る書類 

２ 申請者のうち、第４条第２号又は第３号に掲げる中小法人等又は個人事業

者については、事業継続支援金交付申請書（令和２年新規開業型）（第４号

様式）に令和２年４月から申請を行う日の属する月の前月までの売上を示し

た書類の写し、前項第３号から第８号までに掲げる書類及び売上高確認申請

書（第５号様式）を添えて市長に提出するものとする。 

３ 申請者のうち、第４条第４号に掲げる個人事業者については、事業継続支

援金交付申請書（雑所得又は給与所得型）（第６号様式）に第１項各号に掲

げる書類を添えて市長に提出するものとする。 

４ 支援金の交付申請は、原則として郵送により行うものとする。 

 （支援金の交付決定及び額の確定） 

第８条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、 

適当と認めるときは、支援金の交付の決定を行うとともに交付すべき支援金

の額を確定し、その旨を事業継続支援金交付決定及び確定通知書（第７号様

式）により申請者に通知するものとする。 

 （交付の条件） 

第９条 市長は、支援金の交付を決定する場合においては、当該交付の目的を

達成するため必要があると認めるときは、別に定めるところにより条件を付

すものとする。 

（申請の取下げ） 

第１０条 規則第７条の市長が定める期日は、申請者が第８条の規定による交 

付の決定及び確定の通知を受けた日から起算して１０日を経過した日とする。 

 （支援金の返還等） 

第１１条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該 

当する場合は、第８条の規定による支援金の交付の決定及び確定を取り消し、 

既に交付した支援金の全部又は一部を返還させるものとする。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により支援金の交付の決定を受けた場合 

 ⑵ 支援金の交付を受けた後に国の持続化給付金給付規程による持続化給付

金の交付を受けることとなった場合 

（適用除外） 



第１２条 支援金については、規則第１２条の規定にかかわらず、実績報告書

（規則第６号様式）の提出を要しないものとする。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓は、令和２年５月２２日から施行する。 

附 則（令和２年７月１０日訓第５３号） 

１ この訓は、令和２年７月１３日から施行する。 

２ 改正後の津市事業継続支援金交付要綱の規定は、この訓の施行の日以後の 

申請に係る支援金について適用し、同日前の申請に係る支援金については、 

なお従前の例による。 

 



第１号様式（第７条関係） 

 

事業継続支援金交付申請書（一般型） 

  年  月  日 

  （宛先）津市長 

（〒       ） 

住 所 

申請者 氏 名         ㊞ 

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

電 話 

 

  津市事業継続支援金交付要綱第７条第１項の規定により、事業継続支援 

金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 １ 交付申請額               円（次頁のⒼの数字） 

 ２ 添付書類 

  ⑴ 前年の売上の状況を示した書類の写し（確定申告書別表第一、法人 

   事業概況説明書等） 

  ⑵ 令和２年１月から申請を行う日の属する月の前月までの売上を示し 

た書類の写し（売上台帳等） 

  ⑶ 登記事項証明書の写し（中小法人等が申請する場合に限る。） 

  ⑷ 本人確認書類の写し（個人事業者が申請する場合に限る。）（運転 

   免許証、マイナンバーカード等の写し） 

  ⑸ 申請者名義の通帳の写し（金融機関名、支店番号、支店名、預金種 

   別、口座番号及び口座名義人が確認できること。） 

  ⑹ 事業継続支援金の申請に関する誓約書（第２号様式） 

  ⑺ 事業継続支援金請求書（第３号様式） 

  ⑻ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 



※ 対象月とは、令和２年１月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響等により、前年同月比で売上が３０％以上５０％未満減少した月

のうち最も収入金額が減少した月をいいます。 

※ 事業開始年月日が令和元年の場合で、Ⓑの額に令和元年の月の平均

売上高を記入した場合は、Ⓓには（Ⓑ×１２箇月）の額を記入してく

ださい。 

３ 申請者情報 

４ 売上の減少率 

５ 交付申請額 

                   

 

 

 

 

主な業種  

事業開始年月日       年  月   日 

所在地  

資本金 （法人のみ） 

従業員数             名 

対象月の売上（Ⓐ） 
Ⓐの前年同月の売上

（Ⓑ） 
減少率（Ⓒ） 

（   年  月） （   年   月） （１－Ⓐ／Ⓑ）×１００ 

          円         円         ％ 

 ３０％以上５０％未満が対象 

Ⓓ Ⓔ 減少見込額（Ⓕ） 

Ⓑの月を含む年間総売上 Ⓐ×１２箇月 Ⓓ－Ⓔ 

      円        円         円 

 

 

 

交付申請額（Ⓖ） 

１０万円とⒻの小さい方の額 

         円 



第２号様式（第７条関係） 

 

事業継続支援金の申請に関する誓約書 

  私（法人・個人）は、事業継続支援金（以下「支援金」という。）の申 

 請に当たり、津市事業継続支援金交付要綱の規定に従い、次の事項を誓約 

します。 

 

 １ 申請書の内容に虚偽や不正があった場合又は交付要件を満たしていな 

いことが判明した場合は、支援金の申請を取り下げます。 

また、支援金の交付後に虚偽や不正が発覚した場合は、支援金を返還 

  します。 

 ２ 支援金の申請に当たって提出する書類の写しは、全て原本と相違あり 

ません。 

 ３ 申請日時点において、国（経済産業省）の持続化給付金の申請はして 

いません。 

４ 支援金の交付を受けた後、業況等の変化により、国の持続化給付金の 

交付を受けたときは、支援金を返還します。 

 ５ 津市長が必要と認める場合には、国（経済産業省）へ持続化給付金の 

申請内容及び受給状況を照会し、及び確認することを承諾します。 

 ６ 津市長が必要と認める場合には、納税者情報・納付状況の確認、関係 

書類の提出指導、事情聴取、立入り検査等の調査に協力します。 

 ７ 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が津市暴力 

団排除条例（平成２３年津市条例第３号）第２条第３号に規定する暴力 

団又は同条第４号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっ 

ても該当しません。 

 また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が経営に事実上参画し 

ていません。 

 

年  月  日 

本店所在地（住所）                      

法人名（個人事業者の場合は屋号）               

代表者役職・氏名                    ㊞   



第３号様式（第７条関係） 

 

事業継続支援金請求書 

年  月  日 

（宛先）津市長 

 

住 所                

氏 名              ㊞ 

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

 

次のとおり支援金を請求します。 

対象事業名 事業継続支援金 

交付請求額 金      円 

振 込 先 

金融機関名  支店名  

口座番号  区 分 
１ 普通 

２ 当座 

口座名義人
ふ り が な

 
 

 

※ 申請者名義の振込先を記載してください。 

※ 申請者名義の通帳の写し（上記の情報が記載されたページ）を添付 

 してください。 

※ 振込先の情報は、誤りのないよう記載してください（誤り等があっ 

た場合は、支援金の交付に時間がかかる場合があります。）。 

 



 

 

第４号様式（第７条関係） 

 

事業継続支援金交付申請書（令和２年新規開業型） 

  年  月  日 

  （宛先）津市長 

（〒       ） 

住 所 

申請者 氏 名         ㊞ 

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

電 話 

 

  津市事業継続支援金交付要綱第７条第２項の規定により、事業継続支援 

金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 １ 交付申請額               円（次頁のⒼの数字） 

 ２ 添付書類 

  ⑴ 令和２年４月から申請を行う日の属する月の前月までの売上を示し 

た書類の写し（売上台帳等） 

  ⑵ 登記事項証明書の写し（中小法人等が申請する場合に限る。） 

  ⑶ 本人確認書類の写し（個人事業者が申請する場合に限る。）（運転 

   免許証、マイナンバーカード等の写し） 

  ⑷ 申請者名義の通帳の写し（金融機関名、支店番号、支店名、預金種 

   別、口座番号及び口座名義人が確認できること。） 

  ⑸ 事業継続支援金の申請に関する誓約書（第２号様式） 

  ⑹ 事業継続支援金請求書（第３号様式） 

  ⑺ その他市長が必要と認める書類（開業届の写し及び売上高確認申請

書（第５号様式）） 

 

 

 

 



 

 

３ 申請者情報 

４ 売上の減少率 

５ 交付申請額 

Ⓓ Ⓔ 減少見込額（Ⓕ） 

Ⓑ×６箇月 Ⓐ×６箇月 Ⓓ－Ⓔ 

            円       円               円 

 

 

 

交付申請額（Ⓖ） 

１０万円とⒻの小さい方の額 

           円 

 

 

 

 

 

                  

主な業種   

事業開始年月日       年    月    日 

所在地  

資本金 （法人のみ） 

従業員数              名 

対象月の売上（Ⓐ） 
令和２年１月から３月まで

の平均の売上（Ⓑ） 
減少率（Ⓒ） 

（   年   月）  （１－Ⓐ／Ⓑ）×１００ 

           円           円                  ％ 

 ３０％以上５０％未満が対象 

※ 対象月とは、令和２年４月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響等により、同年１月から同年３月までの平均の売上と比較して３

０％以上５０％未満減少した月のうち最も収入金額が減少した月をい

います。 



 

 

第５号様式（第７条関係） 

 

売上高確認申請書 

 

年   月   日 

  （商工団体） 様 

（〒       ） 

住 所 

申請者 氏 名         ㊞ 

電 話 

 

私は、令和２年１月１日から同年３月３１日までの間において、津市に

おいて創業しましたが、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、売

上高が減少していることから、津市事業継続支援金の申請に当たり、下記

のとおり令和２年１月から同年３月までの売上高の確認を申請します。 

               記 

   

１ 令和２年１月の売上高              円 

 

２ 令和２年２月の売上高              円 

 

３ 令和２年３月の売上高              円 

 

 ４ 売上高の根拠となる資料  別添のとおり 

 

年  月  日             

             申請のとおり、相違ないことを確認しました。 

             

住所 

            氏名 

            職名                印 

  

 



 

 

第６号様式（第７条関係） 

 

事業継続支援金交付申請書（雑所得又は給与所得型） 

  年  月  日 

  （宛先）津市長 

（〒       ） 

住 所 

申請者 氏 名         ㊞ 

 法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

電 話 

 

  津市事業継続支援金交付要綱第７条第３項の規定により、事業継続支援 

金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 １ 交付申請額               円（次頁のⒼの数字） 

 ２ 添付書類 

  ⑴ 前年の売上の状況を示した書類の写し（確定申告第一表の控え等） 

⑵ 令和２年１月から申請を行う日の属する月の前月までの売上を示し 

た書類の写し（売上台帳等） 

  ⑶ 国民健康保険証の写し 

  ⑷ 本人確認書類の写し（運転免許証、マイナンバーカード等の写し） 

  ⑸ 申請者名義の通帳の写し（金融機関名、支店番号、支店名、預金種 

   別、口座番号及び口座名義人が確認できること。） 

  ⑹ 事業継続支援金の申請に関する誓約書（第２号様式） 

  ⑺ 事業継続支援金請求書（第３号様式） 

  ⑻ その他市長が必要と認める書類（業務委託契約書等の写し及び支払 

調書、源泉徴収票又は支払明細書のうち１つ） 

 

 

 

 



 

 

３ 申請者情報 

４ 業務委託契約等収入の減少率 

５ 交付申請額 

Ⓓ Ⓔ 減少見込額（Ⓕ） 

令和元年の年間業務委託 

契約等収入 
Ⓐ×１２箇月 Ⓓ－Ⓔ 

            円        円                円 

 

 

 

交付申請額（Ⓖ） 

１０万円とⒻの小さい方の額 

            円 

 

 

 

 

 

 

主な業種   

事業開始年月日       年    月    日 

所在地  

従業員数                  名 

対象月の業務委託 

契約等収入（Ⓐ） 

令和元年の月平均の業

務委託契約等収入

（Ⓑ） 

減少率（Ⓒ） 

（   年   月）  （１－Ⓐ／Ⓑ）×１００ 

           円          円                  ％ 

 ３０％以上５０％未満が対象 

※ 対象月とは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、令和

元年の月平均の業務委託契約等収入と、令和２年１月以降の月間の業

務委託契約等収入を比較して３０％以上５０％未満減少した月のうち

最も収入金額が減少した月をいいます。 



第７号様式（第８条関係） 

 

事業継続支援金交付決定及び確定通知書 

 

津市指令（記号番号） 

年   月   日 

 （所在地） 

 （氏名・法人名等）      様 

 

津市長  （氏   名） 印 

 

年  月  日付けで申請のあった津市事業継続支援金を下記のとお 

 り条件を付けて交付しますので、津市事業継続支援金交付要綱第８条の規 

 定により通知します。 

記 

   交付決定額及び確定額 

 

 

金               

条 件 

 

 １ 

  

 ２ 

 

 ３ 

 

 ４ 

 

 ５ 


